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１０１０１０１０    資料資料資料資料集集集集     
１ 関係法令・通知等（該当部分のみ抜粋）  （１）平成２５年度地域子育て支援拠点事業について 平成２０年度子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）の運営について（抜粋） 平成２５年２月２６日第１５次改正  文部科学省初等中等教育局長     通知 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長  地域子育地域子育地域子育地域子育てててて支援拠点事業支援拠点事業支援拠点事業支援拠点事業     １ 事業の目的 少子化や核家族化の進行、地域社会の変化など、子どもや子育てをめぐる環境が大きく変化する中で、家庭や地域における子育て機能の低下や子育て中の親の孤独感や不安感の増大等に対応するため、地域において子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点の設置を推進することにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援することを目的とする。  ２ 事業の内容 （１）事業内容 乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業（児童福祉法第６条の３第６項に規定される事業） （２）事業の実施主体 市町村（特別区を含む。以下同じ。） （３）事業者 市町村又は市町村が適当と認めた者 （４）実施要件 ① 基本事業 次のア～エの取組を基本事業としてすべて実施すること。（ただし、②のカに定める小規模型指定施設を除く。） ア 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進 イ 子育て等に関する相談、援助の実施 ウ 地域の子育て関連情報の提供 エ 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施（月１回以上） ② 一般型 ア 事業内容 常設の地域子育て支援拠点（以下「拠点施設」という。）を開設し、子育て家庭の親とその子ども（主として概ね３歳未満の児童及び保護者）（以下「子育て親子」という。）を対象として①に定める基本事業を実施する。 イ 実施場所 (ｱ) 公共施設、空き店舗、公民館、保育所等の児童福祉施設、小児科医院等の医療施設などの
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子育て親子が集う場として適した場所。 (ｲ) 複数の場所で実施するものではなく、拠点となる場所を定めて実施すること。 (ｳ) 概ね１０組の子育て親子が一度に利用しても差し支えない程度の広さを確保すること。 ウ 実施方法 (ｱ) 原則として週３日以上、かつ１日５時間以上開設すること。 (ｲ) 子育て親子の支援に関して意欲のある者であって、子育ての知識と経験を有する専任の者を２名以上配置すること。（非常勤職員でも可。） (ｳ) 授乳コーナー、流し台、ベビーベッド、遊具その他乳幼児を連れて利用しても差し支えないような設備を有すること。 エ 地域の子育て拠点として地域の子育て支援活動の展開を図るための取組 ①に定める基本事業に加えて、市町村からの委託等により、子育て支援活動の展開を図ることを目的として、次の(ｱ)～(ｴ)に掲げる取組のいずれかを実施するとともに、多様な子育て支援活動を通じて、関係機関や子育て支援活動を行っているグループ等とネットワーク化を図り、連携しながら、地域の子育て家庭に対し、よりきめ細かな支援を実施する場合について、別途加算の対象とする。 (ｱ) 拠点施設の開設場所（近接施設を含む。）を活用した一時預かり事業（別添６の１０に定める事業）またはこれに準じた事業の実施 (ｲ) 拠点施設の開設場所（近接施設を含む。）を活用した放課後児童健全育成事業またはこれに準じた事業の実施 (ｳ) 拠点施設を拠点とした乳児家庭全戸訪問事業（別添６の５に定める事業）または養育支援訪問事業（別添６の６に定める事業）の実施 (ｴ) その他、拠点施設を拠点とした市町村独自の子育て支援事業（未就学児をもつ家庭への訪問活動等）の実施 オ 出張ひろば 地域の実情や利用者のニーズにより、親子が集う場を常設することが困難な地域にあっては、次の(ｱ)～(ｳ)に掲げる実施方法により、公共施設等を活用した出張ひろばを実施することができるものとし、この場合について別途加算の対象とする。 (ｱ) 開設日数は、週１～２日、かつ１日５時間以上とすること。 (ｲ) 一般型の職員が、必ず１名以上、出張ひろばの職員を兼務すること。 (ｳ) 実施場所は、地域の実情に応じて、開設後に変更することも差し支えないが、その場合には、子育て親子のニーズや利便性に十分配慮すること。 カ 経過措置（小規模型指定施設） (ｱ) 内容 従来の地域子育て支援センター（小規模型指定施設）（以下「指定施設」という。）については、以下の通り事業の対象とする。 (ｲ) 実施方法 ａ 原則として週５日以上、かつ１日５時間以上開設すること。 ｂ 開設時間は、子育て親子が利用しやすい時間帯とするよう配慮すること。 ｃ 育児、保育に関する相談指導等について相当の知識・経験を有する専任の者を１名以上配置すること。（非常勤職員でも可。） ｄ 次の(a)～(c)の取組のうち２つ以上実施すること。 (a) 育児不安等についての相談指導、来所、電話及び家庭訪問など事前予約制の相談指
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導、指定施設内の交流スペースでの随時相談、公共的施設への出張相談など地域のニーズに応じた効果的な実施を工夫すること。また、子育て親子の状況などに応じて適切な相談指導ができるよう実施計画を作成するとともに、定期又は随時の電話連絡などによりその家庭の状況などの把握に努め、児童虐待など指定施設単独での対応が困難な相談は、関係機関と連携を図り共通認識のもと適切な対応を図ること。 (b) 子育てサークルや子育てボランティアの育成・支援 子育てサークル及び子育てボランティアの育成のため、定期的に講習会などの企画、運営を行うこと。また、子育てサークル及び子育てボランティアの活動状況の把握に努め、効果的な活動ができるよう活動場所の提供、活動内容の支援に努めること。 (c) 地域の保育資源の情報提供、地域の保育資源との連携・協力体制の構築 ベビーシッターなど地域の保育資源の活動状況を把握し、子育て親子に対して様々な保育サービスに関する適切な情報の提供、紹介などを行うこと。また、地域の保育資源及び市町村と定期的に連絡を取り合うなど、連携・協力体制の確立に努めること。 (ｳ) 保健相談 (ｲ)のｄ(a)の取組に加えて、実施可能な指定施設は、子育て親子の疾病の予防、健康の増進を図るため、看護師又は保健師等による保健相談を実施することとし、この場合において、週３回程度実施する場合については、別途加算の対象とする。 ③ 地域機能強化型 ア 事業内容 ①及び②の取組に加えて、子育て親子が子育て支援に関する給付・事業の中から適切な選択ができるよう、地域の身近な立場から情報の集約・提供を行う利用者支援や、親子の育ちを支援する世代間交流や訪問支援、地域ボランティアとの協働による支援などの地域支援を実施する。（ただし、②のカに定める小規模型指定施設を除く。） イ 実施場所 公共施設、空き店舗、公民館、保育所等の児童福祉施設、小児科医院等の医療施設などの子育て親子が集う場として適した場所であって、特に地域の子育て支援の拠点となるよう効果的・継続的な事業実施が可能でかつ地域社会に密着した場所。 ウ 実施方法 (ｱ) 原則として週５日以上、かつ１日５時間以上開設すること。 (ｲ) 育児、保育に関する相談指導等について相当の知識・経験を有する者であって、地域の子育て事情や社会資源に精通した専任の者を２名以上配置すること。（非常勤職員でも可。少なくとも１名は常勤職員とすることが望ましい。）ただし、③エ（ｱ）の利用者支援を実施する場合は３名以上配置すること。専任の者のうち１名は次に掲げる利用者支援に関する取組に専念すること。 エ 利用者支援及び地域支援 地域機能強化型にあっては、①に定める基本事業に加えて以下に掲げる利用者支援に関する取組又は地域支援に関する取組のいずれかあるいは両方を必ず実施すること。 (ｱ) 利用者支援 多様な子育て支援に関する給付・事業の中から子育て親子等が適切に選択できるよう地域の身近な立場から支援する以下に掲げるいずれかの取組。 ａ 子ども・子育て支援法、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の
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推進に関する法律の一部を改正する法律並びに子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（以下「子ども・子育て関連３法」という。）の円滑な施行を目指し、認定こども園、幼稚園、保育所などの教育・保育施設や地域の子育て支援のための事業の利用についての情報集約・提供に関する取組 ｂ 子ども・子育て関連３法の円滑な施行を目指し、認定こども園、幼稚園、保育所などの教育・保育施設や地域の子育て支援事業の利用にあたっての相談に関する取組 ｃ 認定こども園、幼稚園、保育所などの教育・保育施設や地域の子育て支援事業の利用支援・援助に関する取組 (ｲ) 地域支援 地域全体で、子どもの育ち・親の育ちを支援するため、地域の実情に応じ、地域に開かれた運営を行い、関係機関や子育て支援活動を実施する団体等と連携の構築を図るための以下に掲げるいずれかの取組 ａ 高齢者・地域学生等地域の多様な世代との連携を継続的に実施する取組 ｂ 地域の団体と協働して伝統文化や習慣・行事を実施し、親子の育ちを継続的に支援する取組 ｃ 地域ボランティアの育成、町内会、子育てサークルとの協働による地域団体の活性化等地域の子育て資源の発掘・育成を継続的に行う取組 ｄ 本事業を利用したくても利用できない家庭に対して訪問支援等を行うことで地域とのつながりを継続的に持たせる取組 ④ 連携型 ア 事業内容 効率的かつ効果的に地域の子育て支援のニーズに対応できるよう児童福祉施設・児童福祉事業を実施する施設（以下「連携施設」という。）において、①に掲げる基本事業を実施する。 イ 実施場所 (ｱ) 児童館・児童センターにおける既設の遊戯室、相談室等であって子育て親子が交流し、集う場として適した場所。 (ｲ) 概ね１０組の子育て親子が一度に利用しても差し支えない程度の広さを確保すること。 ウ 実施方法 (ｱ) 原則として週３日以上、かつ１日３時間以上開設すること。 (ｲ) 子育て親子の支援に関して意欲のある者であって、子育ての知識と経験を有する専任の者を１名以上配置すること。（非常勤職員でも可。）ただし、連携施設のバックアップを受けることができる体制を整えること。 (ｳ) 授乳コーナー、流し台、ベビーベッド、遊具その他乳幼児を連れて利用しても支障が生じないような設備を有すること。 エ 地域の子育て力を高める取組 ①に定める基本事業に加えて、地域の子育て力を高めることを目的として、中・高校生や大学生等ボランティアの日常的な受入・養成を行う取組を実施する場合について、別途加算の対象とする。 
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⑤ 費用 事業を実施するために必要な経費の一部を保護者から徴収できるものとする。 ⑥ 留意事項 ア 事業に従事する者（学生等ボランティアを含む。）は、子育て親子への対応に十分配慮するとともに、その業務を行うに当たって知り得た個人情報について、業務遂行以外に用いてはならないこと。 イ 実施主体（委託先を含む。）は、事業に従事する者の各種研修会、セミナー等への積極的な参加に努め、事業に従事する者の資質、技能等の向上を図ること。特に地域機能強化型の施設に従事する者には子ども・子育て関連３法に基づく新制度の円滑な施行に向けて、各種研修会、セミナー等へ積極的に参加させ、新制度に関する情報集約・関係者との意見交換等を通じて資質等を向上させなければならない。 ウ 近隣地域の拠点施設は、互いに連携・協力し、情報の交換・共有を行うよう努めるとともに、保育所、福祉事務所、児童相談所、保健所、児童委員（主任児童委員）、医療機関等と連携を密にし、効果的かつ積極的に実施するよう努めること。  ３ 補助基準額・補助率等 （１）補助基準額 （別表）補助基準額表参照のこと。 （２）補助率 国１／２、市町村１／２  ４ 対象経費 地域子育て支援拠点事業の実施に必要な経費                    
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※別表  ○地域子育て支援事業地域子育て支援事業地域子育て支援事業地域子育て支援事業 単位：千円常勤１人以上配置する場合 　（ただし、３～４日型については非常勤職員を計３名配置するものとする）・３～４日型 4,780・５日型 7,420・６～７日型 7,920・３～４日型 3,560・５日型（※） 4,360・６～７日型（※） 5,160・出張ひろばの実施 1,340・実施要綱中②のエの取組（３～４日型） 1,230・実施要綱中②のエの取組（５日型） 3,070・実施要綱中②のエの取組（６～７日型） 2,760・基本分 2,580・加算分（保険相談） 1,360
単位：千円利用者支援及び地域支援を実施する場合・５日型 3,740・６～７日型 4,040・５日型 2,740・６～７日型 3,040・５日型、６～７日型 1,200 単位：千円・３～４日型 1,680・５～７日型 2,640・３～４日型、５～７日型 440

基準額
①一般型 非常勤職員のみを配置する場合

加算分
経過措置（小規模型指定施設）（※）従来センター型（経過措置（小規模型指定施設）の場合を除く）として実施していた場合は当分の間、経過措置として、常勤１人以上配置する場合の補助単価を使用できるものとする。基準額

②地域機能強化型（①の補助基準額に加算（経過措置（小規模型指定施設）の場合を除く）） 利用者支援のみを実施する場合地域支援のみを実施する場合
基準額③連携型 基本分加算分    
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（２）児童福祉法  （事業） 第６条の３   ⑥ この法律で、地域子育て支援拠点事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業をいう。   （市町村の責務） 第２１条の９ 市町村は、児童の健全な育成に資するため、その区域内において、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業及び一時預かり事業並びに次に掲げる事業であって主務省令で定めるもの（以下「子育て支援事業」という。）が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない。  １ 児童及びその保護者又はその他の者の居宅において保護者の児童の養育を支援する事業  ２ 保育所その他の施設において保護者の児童の養育を支援する事業  ３ 地域の児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業   （地域子育て支援拠点事業） 第３４条の１１ 市町村、社会福祉法人その他の者は、社会福祉法の定めるところにより、地域子育て支援拠点事業を行うことができる。 ② 地域子育て支援拠点事業に従事する者は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。   （命令への委任） 第４９条 この法律で定めるもののほか、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業及び家庭的保育事業並びに児童福祉施設の職員その他児童福祉施設に関し必要な事項は、命令で定める。  （３）児童福祉法施行規則  （地域子育て支援拠点事業） 第１条の７ 法第６条の３第６項に規定する地域子育て支援拠点事業は、次に掲げる基準に従い、地域の乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、当該場所において、適当な設備を備える等により、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行うもの(市町村(特別区を含む。以下同じ。)又はその委託等を受けた者が行うものに限る。)とする。  一 子育て支援に関して意欲のある者であつて、子育てに関する知識と経験を有するものを配置すること。 二 おおむね１０組の乳幼児及びその保護者が一度に利用することが差し支えない程度の十分な広さを有すること。ただし、保育所その他の施設であつて、児童の養育及び保育に関する専門的な支援を行うものについては、この限りでない。 
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三 原則として、１日に３時間以上、かつ、１週間に３日以上開設すること。  （４）社会福祉法 (定義) 第２条 この法律において「社会福祉事業」とは、第１種社会福祉事業及び第２種社会福祉事業をいう。 ３ 次に掲げる事業を第二種社会福祉事業とする。 二 児童福祉法に規定する障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業又は小規模住居型児童養育事業、同法に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業   （施設を必要としない第１種社会福祉事業の開始） 第６７条 市町村又は社会福祉法人は、施設を必要としない第１種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から１月以内に、事業経営地の都道府県知事に次に掲げる事項を届け出なければならない。 一 経営者の名称及び主たる事務所の所在地 二 事業の種類及び内容 三 条例、定款その他の基本約款  (第２種社会福祉事業) 第６９条 国及び都道府県以外の者は、第２種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から１月以内に、事業経営地の都道府県知事に第６７条第１項各号に掲げる事項を届け出なければならない。 ２ 前項の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から１月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。  (調査) 第７０条 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため、社会福祉事業を経営する者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、施設、帳簿、書類等を検査し、その他事業経営の状況を調査させることができる。  （５）個人情報の保護に関する法律  （定義） 第２条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。 (地方公共団体等が保有する個人情報の保護) 第１１条 地方公共団体は、その保有する個人情報の性質、当該個人情報を保有する目的等を勘案し、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。  
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 (利用目的の特定) 第１５条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。 ２ 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。  (利用目的による制限) 第１６条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 ２ 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。 ３ 前２項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 一 法令に基づく場合 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。   (安全管理措置) 第２０条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。  (従業者の監督) 第２１条 個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。  (委託先の監督) 第２２条 個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。  (第三者提供の制限) 第２３条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 一 法令に基づく場合 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意



62 

を得ることが困難であるとき。 四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。  （６）児童虐待の防止等に関する法律 (国及び地方公共団体の責務等) 第４条 国及び地方公共団体は、児童虐待の予防及び早期発見、迅速かつ適切な児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援(児童虐待を受けた後１８歳となった者に対する自立の支援を含む。第３項及び次条第２項において同じ。)並びに児童虐待を行った保護者に対する親子の再統合の促進への配慮その他の児童虐待を受けた児童が良好な家庭的環境で生活するために必要な配慮をした適切な指導及び支援を行うため、関係省庁相互間その他関係機関及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援、医療の提供体制の整備その他児童虐待の防止等のために必要な体制の整備に努めなければならない。 ２ 国及び地方公共団体は、児童相談所等関係機関の職員及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者が児童虐待を早期に発見し、その他児童虐待の防止に寄与することができるよう、研修等必要な措置を講ずるものとする。 ３ 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援を専門的知識に基づき適切に行うことができるよう、児童相談所等関係機関の職員、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援の職務に携わる者の人材の確保及び資質の向上を図るため、研修等必要な措置を講ずるものとする。 ４ 国及び地方公共団体は、児童虐待の防止に資するため、児童の人権、児童虐待が児童に及ぼす影響、児童虐待に係る通告義務等について必要な広報その他の啓発活動に努めなければならない。 ５ 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその心身に著しく重大な被害を受けた事例の分析を行うとともに、児童虐待の予防及び早期発見のための方策、児童虐待を受けた児童のケア並びに児童虐待を行った保護者の指導及び支援のあり方、学校の教職員及び児童福祉施設の職員が児童虐待の防止に果たすべき役割その他児童虐待の防止等のために必要な事項についての調査研究及び検証を行うものとする。 ６ 児童の親権を行う者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を有するものであって、親権を行うに当たっては、できる限り児童の利益を尊重するよう努めなければならない。 ７ 何人も、児童の健全な成長のために、良好な家庭的環境及び近隣社会の連帯が求められていることに留意しなければならない。  (児童虐待の早期発見等) 第５条 学校、児童福祉施設、病院その他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない。 ２ 前項に規定する者は、児童虐待の予防その他の児童虐待の防止並びに児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援に関する国及び地方公共団体の施策に協力するよう努めなければならない。 ３ 学校及び児童福祉施設は、児童及び保護者に対して、児童虐待の防止のための教育又は啓発に努めなければならない。 
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(児童虐待に係る通告) 第６条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。 ２ 前項の規定による通告は、児童福祉法(昭和２２年法律第１６４号)第２５条の規定による通告とみなして、同法の規定を適用する。 ３ 刑法(明治４０年法律第４５号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第１項の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。 


